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定 期 監 査 結 果 報 告 書 

 
１ 監査の期間 

令和 7年 10月 6日から令和 8年 2月 5日まで 
 

２ 監査対象及び日程 
 

監 査 対 象 及 び 施 設 実 施 日 

学校教育課(学校施設関係) 
令和 7年 

10月 6日 
月 

 
笹 岡 小 学 校 

認定こども園京ヶ瀬幼稚園 

現地調査 

〇市民生活課(五泉地域衛生施設組合負担金) 

  クリーンセンターあがのがわ 

〇生涯学習課(笹神体育館大規模改修工事費) 

  笹神体育館 

10月 8日 水 

生 涯 学 習 課 

学 校 教 育 課 10月 17日 金 農 業 委 員 会 事 務 局 

学 校 教 育 課

市 民 協 働 推 進 課 

監 査 委 員 事 務 局 

公 園 管 理 事 務 所 
10月 31日 金 

消 防 本 部 

上下水道局 
上 水 道 

11月 10日 月 

下 水 道 

 建 設 課 

 
11月 17日 月 

学 校 教 育 課 

危 機 管 理 課 

 11月 28日 金 税 務 課 

議 会 事 務 局 

 市 長 政 策 ・ 市 民 協 働 課 

市 長 政 策 ・ 市 民 協 働 課 

 

12月 17日 水 

市 民 生 活 課 

 

 

 

 

商 工 観 光 課 

 

 

 

令和 8年 
1月 9日 

金 

高 齢 福 祉 課 

 社 会 福 祉 課 

 
1月 16日 金 

健 康 推 進 課 

 

 

 

農 林 課 

 

 

1月 30日 金 管 財 課 

 

 

会 計 課 

 

 

企 画 財 政 課 

 

 

2月 5日 木 総 務 課 

(大室財産区・押切外四ヶ大字財産区・大字保田財産区) 
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３ 監査の範囲及び着眼点 
 

令和 7 年度（令和 7 年 4 月 1 日から監査日の前々月末迄）及び前年度の監査

未執行部分における財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が、法

令等の定めるところにより適正かつ合理的・効率的に行われているかどうかを

主眼として、阿賀野市監査基準に準拠して監査を実施した。 

 

（１）予 算 の 執 行 状 況（収入･支出事務） 

（２）事務事業の執行状況（修繕請負契約、工事請負契約､業務委託契約、賃貸 

借契約､負担金･補助金･交付金、財産取得･処分、備品

管理、その他） 

（３）組織・人事管理状況（職員の配置等、出勤簿、休暇簿、週休日の振替簿、

旅行命令簿、復命書、私有車公務使用簿、公印使用

簿、公用車運転日報、酒気帯び確認記録簿等） 

（４）現金の出納保管状況等（窓口準備金、切手等） 

 

４ 監査の実施内容 
 

担当部署から監査調書の説明を受けた後、事前に提出を求めた予算の執行状

況、事務事業の執行状況、組織・人事管理状況、現金の出納保管状況等の諸帳簿

類の審査結果などを基に質疑を行い、説明を聴取した。 

また、工事、整備事業の実施状況確認のため調査日を設定し、現地に出向いて

各担当者から説明を聴取した。 

窓口準備金（釣銭用）及び切手の保管状況や備品の管理状況については、下記

の部署において、当日又は事前調査時に監査を実施した。 

・窓口準備金等保管状況（生涯学習課 笹神体育館、商工観光課 水原代官所） 

・資 金 前 渡 受 払 簿（議会事務局ほか資金前渡受払簿を管理している部署） 

・切手等出納保管状況（学校教育課ほか切手等出納事務を行っている部署） 

・備 品 管 理 状 況 (笹岡小学校、京ヶ瀬幼稚園、生涯学習課ほか備品を購

入した部署) 

 

５ 監査の結果 

1 から 4 までの記載事項のとおり監査した結果、概ね適正に執行されていた

が、次の事項について改善・検討を要すると認められた。今後、必要な措置を講

じ、適正な事務の執行に努められたい。 

  



3 

 

（１）予算の執行状況 

市税の収納については、現年度分の徴収強化や実地調査などに取り組み、収納

率向上に努めている。 

使用料及び負担金等の収納事務についても、自主財源の確保、公平性の観点か

ら、積極的に取り組まれたい。 

 

（２）事務事業の執行状況 

契約事務において、随意契約を締結する理由が適当でない契約や変更事項の

記載がない契約書による契約などの不適切な事務があった。規定に基づき、適正

な事務処理を行うよう措置されたい。 

備品管理について、台帳に登録されていない購入備品があった。速やかな台帳

への登録を徹底されたい。 

財務事務の電子決裁導入後、過払、誤払、二重払などの不適正な支払が増加し

ている。発生の原因を精査し、再発防止に努められたい。 

デジタルトランスフォーメーションを推進し、デジタル技術の活用と業務プ

ロセスの見直しを行っている。市民生活の利便性の向上に努め、正確で効率的、

かつ効果的な行政運営に取り組まれたい。 

 

（３）組織・人事管理状況 

庶務事務システム未導入職員の出勤簿、休暇簿等について、記載誤りや休暇残

日数、繰越日数の誤り等の不備が確認された。また代休や週休日の振替の取得事

務において誤りがあった。積極的なシステムの導入を検討し、正確な事務に努め

られたい。 

公用車運転の実績はあるものの酒気帯び確認記録簿や旅行命令簿への記載が

ない事例が確認された。 

また各種簿冊において記載事項の不備や記載漏れが多数見られた。規定に基

づいた適正な事務執行に努められたい。 

週休日の振替等については、概ね規定期間内に取得されている。夏季休暇につ

いても取得の促進が図られている。職員の健康保持のため引き続き適切に対応

されたい。 

 

（４）現金の出納保管状況等 

管理状況については、概ね適正であったが、一部窓口準備金の保管状況が不適

切な部署があった。現金等の出納事務に関しては、管理体制を徹底し、適正に処

理されたい。 
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（５）個別事項 

各部署への個別指摘事項及び要望は以下のとおりである。 

なお、監査の際に見受けられた軽微な指摘事項については、その都度又は別途

担当職員に対して改善や検討を指導した。 

 

○生涯学習課 

・物品供給契約でメーカー指定をする理由の記載がなかった。 

・備品台帳に購入備品が登録されていなかった。 

・笹神体育館の委託団体が施錠のできない部屋で窓口準備金を保管していた。保

管状況の把握に努め、適正に管理されたい。 

 

○公園管理事務所 

・「天朝山文化交流の家」の利用増加に向けた取組を検討されたい。 

 

○消防本部 

・管理する公印の使用承認及び使用簿への記載がなかった。適正に処理されたい。 

 

○上下水道局（上水道） 

・支払期限の設定に誤りがあり、利用者に送付された納付書がコンビニエンスス

トアでの納付及びスマートフォン決済で使用することができなかった。正確

な事務処理に努められたい。 

・人口減少と節水型設備の普及による水需要減少が進む中、水づくりの効率性向

上に努めるなど健全経営の堅持に努められたい。 

 

○上下水道局（下水道） 

・請求内容に誤りがあり、過払が発生した。履行状況の確認方法を改めるなど再

発防止に努められたい。 

・消費税及び地方消費税中間申告納付が遅延し、延滞金が発生した。適正な事務

執行に努められたい。 

・水需要の減少による収入減や将来の施設更新需要に対応するため、下水道事

業経営戦略に基づき、引き続き経営健全化に取り組まれたい。 

 

○危機管理課 

・激甚化・頻発化している自然災害に備え、地域防災計画の改定や各種対応マ

ニュアルの見直しを随時行っている。さらに地域防災訓練を実施するなど、

市民や職員の災害対応力向上に努めている。引き続き取り組まれたい。 
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○建設課 

・公営住宅使用料の未収金については、公平性の観点から早めの積極的な勧奨を

行い、収納率の向上に努められたい。 

 

〇市民生活課 

・備品台帳に購入備品が登録されていなかった。適正な備品管理を行われたい。 

 

〇商工観光課 

・備品台帳に購入備品が登録されていなかった。適正な備品管理を行われたい。 

・地域資源を活用し、観光客誘致の強化と地域経済の活性化に取り組まれたい。 

 

〇高齢福祉課 

・備品台帳に購入備品が登録されていなかった。適正な備品管理を行われたい。 

 

〇農林課 

・工事契約において変更契約書に変更事項の一部記載がなかった。また検査調書

が作成されていなかった。規定に基づいた契約事務の執行に努められたい。 

 

○管財課 

・監査の結果、契約事務全般を通じて見受けられた以下の事項について、事務処

理が適正に行われるよう周知されたい。 

１一者による随意契約について、財務規則の条項及び具体的な理由を記載して

いない。また、条項及び理由が適正でない。 

２購入備品を速やかに備品台帳に登録していない。 

・市有財産については、社会の情勢や構造の変化を的確にとらえ、公共施設等総

合管理計画に基づき、適正な管理に努められたい。 

 

○会計課 

・過払、誤払、二重払などの不適正な支払が増加している。発生の原因を精査し、

再発防止に努められたい。 

 

○企画財政課 

・多様化、複雑化する行政需要に対応するため、デジタル化や事務改善の推進に

努め、事務の簡素化、効率化に取り組まれたい。 

・市民の生活に必要な行政サービスを提供するため行政改革推進計画に基づき、

引き続き持続可能な財政基盤の堅持に努められたい。 
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○総務課 

・代休、週休日の振替において取扱いと支払に誤りがあった。規定に基づき、適

正な事務に努められたい。 

・監査の結果、全般を通じて見受けられた以下の事項について、事務処理が適正

に行われるよう周知、改善されたい。 

１起案文書や供覧文書の決裁月日、施行月日、記号番号、保存年限区分、供覧

月日の記載漏れ 

２庶務事務システム未使用者の出勤簿、休暇簿及び週休日の振替簿の記載誤り

や休暇繰越日数誤り 

３旅行命令簿、運転日報、酒気帯び確認記録簿などの記載の不備 

４公文書における不適切な記載方法（鉛筆書きや消せるペン、修正ペン、修正

テープなどの使用） 

・さらなる施策の推進と市民サービス向上のため、課の創設・統合、窓口の集約

などの組織機構改編に着手したところである。今後も行政需要の把握に努め、

事務の効率化と市民の利便性向上に取り組まれたい。 

 


